
令和 2年 3月 27日
厚生労働大臣  殿

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費

ては以下のとお りです。

機関名

所属研究機関長 職 名

国立医

所長

の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の 理につい

1.研究事業名 食品の

2.研究課題名 全品を介 したダイオキシン類等有害物 量の言平伍_と その垂[塑量 のための研 究

3.研究者名 (所属 局・職名 ) 品部 部長

(氏名・ フリガナ) 穐山 浩  ・ アキヤマ  ヒロシ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委 の 査 が んでいる

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査]にチェックすること。

その他 (特記事項 )

み」に エ ツ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 0遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   □ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   □ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   □ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   □ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針』や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講□  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 □ 無 □ (無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るcOIに ついての報告・審査の有無 有 口 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るcoIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 □ (有の場合はその内容 l

□



令和 2年 3月 27日
厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立

所長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

食品の安全確保推進研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名 (所属部 局 ・ ) 食品部 室長

r【タ フ ガ ナ )県  智 昭 ・ ツツ ミ  トモ ア キ

4`倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当 を るに当たり べき倫 こ関する倫理委員会の審査が んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   □ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   □ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   □ □ □

□   □ □
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   □ □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講□  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 □ 無 □ (無の場合はその理由 :当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

有 □ 無 □ (無の場合は委託先機関 :当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

有 □ 無 □ (無の場合はその理由:

当研究に係るcOIに ついての報告・審査の有無

有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :

当研究に係るcOIに ついての指導・管理の有無

(留意事項)
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令和 2年 3月 27日
厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立

所長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1,研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2,研究課題名 __食ュ塁Lと企上二:」を盤壼■ttLュ生と類笠宣整盪2質量ュ量⊆重ョ聖Lと
=ヱ
型2垂」室」菌L発:2止1_めの研究_

3.研究者名 (所属部1局・ ) 食品部 室長

(氏名 フ 1リ ガ ナ )鈴 木 美成 ・スズキ ヨシナ リ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべ に関する倫理委員会の審査が済んでいる 審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   口 □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   囲 □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当族項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講日  未受講 □

6。 利益相反の管理

・該当する日にチェックを入れること。

3分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 口 無 □ (無の場合はその理由 :当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

有 口 無 □ (無の場合は委託先機関 :当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

有 И 無 □ (無の場合はその理由 :当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

有 □ 無 口 (有の場合はその内容 :

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

(留意事項)

□

□ □



厚生労働大臣  殿

次の職員の令和元年度

ては以下のとおりです。

令和 2年 3月 27日

機関名 国立

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名

厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反専万管理百ろぃ

食品の 究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

食品を介 したダイオキシン類等有害物質摂取量の評価 とその 発のための研究

(所屋蔀 愚・ 職名 ) 安全情報 蔀 部 長

r饉久 フ リガナゝ 畝 山 智呑 子  ・ ウネ ヤマ チカ コ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理 員 の 済んでいる場合は、「 み」にチ ェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査jにチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   □ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   И □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   日 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   И □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 I               ) □   □ □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講□  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 □ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るC01に ついての報告 ◆審査の有無 有 Z 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究に係るcOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容

□



2020年 3月  27日
厚生労働大臣  殿

機関名 立命館大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏  名

次の職員の令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

の管理については以下の通りです。

1.研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2.研究課題名

3.研究者名 (所属 離 層・ ) 薬学部 薬学科・ 教授
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(時名・ ヮ l 〕ガナ ) :丼ク L 浩―  ・ イ ノウエ コウイチ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究 が当該研究を るに当た り遵守すぺき倫 に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※

3)

□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   租 □ □

(※ 2)未審査に場合はもその理由を記載すること。                               ~~~~~~
(※ 3)廃止前の『疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6。 利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること.

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由・.

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :



厚生労働大臣 殿

機関名 東京

所属研究機関長 職 名 総長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金の調査研究における、

等の管理については以下のとおりです。

食品の安全確保推進研究事業

令和 2年 6月 11日

び利益相反

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

食品を介したダイオキシン類等有害物資摂取量の評価とその手 開発のための研究

(所属部局・職名 ) 学部附属病院・教授

`眸

名・ ヮ l〕 ガナ )岡 明・ オ カ ア キ ラ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ i)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 東京大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ヨ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有 の場合はその内容

□


